
  
 

議案第 6号 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 23 

議
案
第
六
号 

 
 

 
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
千
葉

県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

十
二 

削
除 

 

別
表
第
一
第
四
十
四
号
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 

 24 議案第 7号 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議
案
第
七
号 

 
 

 
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
摘
要
第
七

号
中
「
摘
要
の
四
若
し
く
は
五
」
を
「
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
若
し
く
は
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
の
摘
要
第
九
号
と
し
、
同
項
の
摘
要
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

七 

申
請
建
築
物
及
び
他
の
建
築
物
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料

の
額
は
、
建
築
物
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
表
又
は
第
四
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

八 

申
請
建
築
物
及
び
他
の
建
築
物
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手

数
料
の
額
は
、
建
築
物
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
に
限

る
。
）
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
表
若
し
く
は
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
定
め
る
額
又
は
そ
れ
ら
の
額

の
合
計
額
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
運
転
免
許
試
験
手
数

料
の
目
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
試
験
の
節
中
「
千
九
百

円
」
の
下
に
「
（
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
三
条
の
六
の
二

第
六
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
対

す
る
試
験
に
あ
つ
て
は
、
八
百
円
）
」
を
加
え
、
同
目
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
試
験
の
節
、
特
定
第
一

種
運
転
免
許
（
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
又
は
牽
引
免

許
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
第
二
種
免
許
若
し
く
は
牽
引
第
二

種
免
許
に
係
る
試
験
の
節
、
小
型
特
殊
自
動
車
免
許
又
は
原
動
機
付
自
転
車
免
許
に
係
る
試
験
の
節
及
び

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
試
験
の
節

中
「
千
九
百
円
」
の
下
に
「
（
道
路
交
通
法
施
行
令
第
三
十
三
条
の
六
の
二
第
六
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得

な
い
理
由
の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
対
す
る
試
験
に
あ
つ
て
は
、
八

百
円
）
」
を
加
え
、
同
項
免
許
証
交
付
手
数
料
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

免
許
証
交
付
手

数
料 

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二

種
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証

一
件
に
つ

き 

二
千
五
十
円

（
第
九
十
二

け
ん 

け
ん 
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25 議案第 7号 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項

第
三
号
に
該
当
し
て
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
者

（
道
路
交
通
法
施
行
令
第
三

十
三
条
の
六
の
二
第
六
号
に

掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理
由

の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
交

付
す
る
免
許
証
を
除
く
。
） 

条
第
一
項
後

段
の
規
定
に

よ
り
、
一
の

種
類
の
免
許

に
係
る
免
許

証
に
他
の
種

類
の
免
許
に

係
る
事
項
を

記
載
し
て
そ

の
種
類
の
免

許
に
係
る
免

許
証
の
交
付

に
代
え
る
場

合
に
あ
つ
て

は
、
二
千
五

十
円
に
、
当

該
他
の
種
類

の
免
許
に
係

る
事
項
を
記

載
す
る
ご
と

に
二
百
円
を

加
え
た
額
） 

 

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二

種
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証

（
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項

第
三
号
に
該
当
し
て
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
者

（
道
路
交
通
法
施
行
令
第
三

十
三
条
の
六
の
二
第
六
号
に

掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理
由

の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
交

一
件
に
つ

き 

千

七

百

円

（
第
九
十
二

条
第
一
項
後

段
の
規
定
に

よ
り
、
一
の

種
類
の
免
許

に
係
る
免
許

証
に
他
の
種

類
の
免
許
に

係
る
事
項
を

記
載
し
て
そ



 

 

 26 議案第 7号 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

付
す
る
免
許
証
に
限
る
。
） 

の
種
類
の
免

許
に
係
る
免

許
証
の
交
付

に
代
え
る
場

合
に
あ
つ
て

は
、
千
七
百

円
に
、
当
該

他
の
種
類
の

免
許
に
係
る

事
項
を
記
載

す
る
ご
と
に

二
百
円
を
加

え
た
額
） 

 
 

仮
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証 

一
件
に
つ

き 
千
百
五
十
円 

 

別
表
第
一
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
免
許
証
再
交
付
手
数

料
の
目
中
「
三
千
五
百
円
」
を
「
二
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
改
正
規
定
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 



  
 

 

27 
議案第 8号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議
案
第
八
号 

 
 

 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

及
び
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情

報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

及
び
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
六

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改

め
る
。 

 
 

第
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）
」
を
付

し
、
同
条
第
五
項
中
「
次
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
四
条 

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。
）
、
特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に
限
る
。
）
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら
以
外
の
教
育
施
設

で
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
の
設
置
者
で
あ
っ
て
、
別
表

第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
、
申
請
書
の
取
り
ま
と
め
、
申
請
書
の
提
出
そ
の
他

の
必
要
な
事
務
を
行
う
も
の
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
必
要
と
さ
れ
る
他
人
の
個

人
番
号
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
そ
の
他
の
他
人
の
個
人
番
号
を
利
用
し
た
事
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。 



  
 

 

28 
議案第 8号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 
 

別
表
第
一
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 
知
事 

私
立
の
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。
）

又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に
限
り
、
准
看
護
師
の
養
成
を
目
的
と
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
者
に
対
し
て
交
付
す
る
授
業
料
の
減
免
に

要
す
る
経
費
に
係
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

三 

知
事 

私
立
の
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。
）
の
設

置
者
に
対
し
て
交
付
す
る
入
学
金
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
経
費
に

係
る
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

別
表
第
三
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

（
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四

年
千
葉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
号
中
「
及
び
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
号
中
「
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



  
 

  

29 議案第 9号 県が管理する県道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議
案
第
九
号 

 
 

 
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

 
 

 

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に

制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

 
 

 

す
る
条
例 

 

県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
停
車
帯
」
の
下
に
「
、
自
転
車
通
行
帯
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
の
車
道
」

の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
副
道
」
の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
自
転
車
通
行
帯
） 

第
七
条
の
二 

自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を
設
け

る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
（
停
車
帯
を
設
け
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
停
車
帯
の
右

側
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量
が

多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除

く
。
）
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状

況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
種
の
道
路
」
を
「
（
第
四
級
及
び
第
五
級
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同



 

 

30 議案第 9号 県が管理する県道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

じ
。
）
又
は
第
四
種
（
第
三
級
及
び
第
四
級
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
路
で
設
計
速
度
が

一
時
間
に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
道
路
（
」
を
「
道

路
で
設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
（
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
自
転
車
道
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
通
行
帯
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
自
転
車
道
」
の
下
に
「
若
し
く
は
自
転
車
通
行
帯
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
条
第
三
号
中
「
車
道
」
の
下
に
「
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
九
条
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
条
中
「
第
七
条
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
新
設
又
は
改
築
の
工
事
中
の
第
三
種
又
は
第
四
種
の
県
が
管
理
す
る
県

道
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る

条
例
第
七
条
の
二
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 



  
 

  

31 議案第 10 号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

議
案
第
十
号 

 
 

 
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
十
三
条
中
「
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
」
を
「
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令
第
百
三
十
六

条
の
二
第
一
号
（
イ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

「
及
び
軒
裏
の
部
分
が
防
火
構
造
」
を
「
の
部
分
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
興
行
場
」
を
「
興
行
場
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し

書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

 

第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二

号
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条 

削
除 

 

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
」
を
「
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
準
耐
火
建
築
物
」
を
「
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令
第
百
三
十
六
条

の
二
第
一
号
（
イ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
「
又
は
準
耐
火
建
築
物
」
を
「
若
し
く
は
準
耐
火
建
築
物
又
は
政
令

第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
（
イ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
に
、
「
及
び

軒
裏
が
防
火
構
造
の
」
を
「
が
準
防
火
性
能
を
有
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
一
条
中
「
（
特
定
避
難
時
間
が
四
十
五
分
間
未
満
で
あ
る
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物

を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
百
三
十
六
条
の
二
に
定
め
る
」
を
「
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二

号
ロ
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
六
条
中
「
自
動
車
車
庫
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

第
五
十
条
の
四
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
建
築
物
を
周
囲
の



 

 
 

32 議案第 10 号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

居
住
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
第
百
三
十
五
条
の
十
二
第
一
項
に
定
め
る
位
置
及

び
同
条
第
二
項
に
定
め
る
規
模
の
範
囲
内
に
お
い
て
増
築
し
、
改
築
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
場
合
」
を

加
え
る
。 

 

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
十
八
条
」
を
「
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



  
 

33 議案第 11 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

議
案
第
十
一
号 

 
 

 
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う 

 
 

 

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う 

 
 

 

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

（
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
給
料
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て

は
、
給
料
に
相
当
す
る
報
酬
）
」
を
加
え
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
職
員
」
の
下
に
「
及
び
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下

「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
職
員
で
」
の
下
に
「
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
す
る
職
員
」
の
下
に
「
で
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
も
の
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
職
員
が
」
を
「
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下

「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
し
な
い
と
き
の
給
与
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
定

め
る
。 

 

第
十
八
条
の
二
及
び
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
任
期

が
六
箇
月
以
上
の
者
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
二
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項



 

 
 

34 議案第 11 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

を
加
え
る
。 

２ 
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
条
の
五
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
二
十
条
の
四
及
び
第
二
十

一
条
の
三
か
ら
第
二
十
一
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
適
用
し
な

い
。 

 

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
休
職
に
さ
れ
た
と
き
の
給
与
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が

定
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
） 

第
二
十
二
条
の
四 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
又
は
月
額
で
定
め
る
も
の
と

し
、
日
額
に
つ
い
て
は
三
万
六
千
円
を
、
月
額
に
つ
い
て
は
行
政
職
給
料
表
の
五
級
に
お
け
る
最
高

の
号
給
の
給
料
月
額
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
範
囲
で
任
命
権
者
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
が

日
額
又
は
月
額
に
よ
り
難
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
酬
の
額
を
定
め
る
場
合
に
は
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
の
複

雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
並
び
に
職
員
の
給
与
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
は
、
任
命
権
者
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休

日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
。 

４ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
支
給
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
） 

第
二
十
二
条
の
五 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
第
一
号
会
計

年
度
任
用
職
員
（
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
者
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
（
一
週
間
当
た
り
の

勤
務
時
間
が
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
に
満
た
な
い
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一

箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
（
任
命
権
者
が
定
め
る
第
一
号

会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
報
酬
の
額
を

基
礎
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
に
百
分
の
百
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

一 

六
箇
月 

百
分
の
百 
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二 

五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満 

百
分
の
八
十 

 
三 

三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満 

百
分
の
六
十 

 

四 
三
箇
月
未
満 

百
分
の
三
十 

３ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
の
二
及
び
第
二
十
条

の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
二
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
四
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え

る
。 

 

（
千
葉
県
企
業
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

千
葉
県
企
業
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県

条
例
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）
」
を
「
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
第
二
号
会
計
年
度

任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
中
「
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
任
期
が
六
箇

月
以
上
の
者
そ
の
他
の
局
長
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
十
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
第
二
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
除
く
」

の
下
に
「
。
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
に
限
る
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第

五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員

に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ

く
管
理
規
程
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）

が
十
八
日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た
月

以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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第
十
八
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
し
な
い
と
き
の
給
与
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
局
長
が
定
め

る
。 

 

第
十
九
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
） 

第
十
九
条
の
五 

企
業
職
員
で
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め

る
も
の
（
以
下
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
の
種
類
は
、
報
酬
及
び
期
末

手
当
と
す
る
。 

２ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
支
給
す
る
報
酬
の
額
は
、
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
局

長
が
定
め
る
。 

３ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員

（
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
者
そ
の
他
の
局
長
が
定
め
る
者
（
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
局
長
が

定
め
る
時
間
に
満
た
な
い
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
支

給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
（
死
亡
に
よ
る
退
職
を
含
む
。
）
し
た
第
一
号

会
計
年
度
任
用
職
員
（
局
長
が
定
め
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
以
外
」
を
「
及
び
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条

に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員

に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加

え
、
「
並
び
に
地
方
公
務
員
法
」
を
「
並
び
に
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
」
を
「
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
以
外
の
者
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
採
用
さ

れ
た
者
又
は
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
第
五
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。 
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（
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例 

 

題
名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
十
二
条
） 

第
二
章 

旅
費
（
第
十
三
条
―
第
二
十
七
条
） 

第
三
章 

費
用
弁
償
（
第
二
十
八
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
） 

附
則 

 

第
一
条
中
「
旅
費
」
の
下
に
「
及
び
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下

「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
支
給
す
る
費
用
弁
償
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
職
員
（
」
の
下
に
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
、
」
を
、
「
第
二
条
に
規
定

す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
二
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ

る
。 

 

第
三
章
を
第
四
章
と
す
る
。 

 

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
三
章 

費
用
弁
償 

 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
八
条 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
の
た
め
旅
行
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
費
用
を
弁
償

す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
弁
償
は
、
第
六
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
旅
費

に
相
当
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
及
び
支
給
方
法
は
、
職
員
の
旅
費
の
例
に
よ
る
。 

３ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
の
た
め
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
旅
行
以
外
の
旅
行

を
す
る
場
合
の
費
用
弁
償
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条

例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
同
法
」
を
加
え
る
。 
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第
三
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 
（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十

六
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
者
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十

三
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
」
を
「
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
に

改
め
る
。 

 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
）
第
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員 

 

四 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員 

 
 

イ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員 

 
 

 
 

 

任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い

う
。
）
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員 

 
 

 
 

 

そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
歳
六
箇
月
に
達
す
る
日
（
第
二
条
の
三
第
三
号
及
び
第
二
条
の
四
に
お
い
て
「
一
歳
六

箇
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
歳

に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の

も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い

非
常
勤
職
員 

 
 

 
 

 

勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員 

 
 

ロ 

第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
（
そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳

に
達
す
る
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
に
お
い
て
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
当
該
子
に

つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到

達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い

（イ） （ロ） （ハ） 
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る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
） 

 
 

ハ 

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員

で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期

の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は

当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す

る
も
の 

 

第
二
条
の
三
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
本
文
の
条
例
で
定
め
る
日
） 

第
二
条
の
三 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
本
文
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日 

 

二 

非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日

に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
地
方
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
育

児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該

地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
子
が
一
歳
二
箇
月
に
達
す

る
日
（
当
該
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能

日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。
）
か
ら
育
児
休

業
等
取
得
日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
日
数
と

当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数
を
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
日
数
を

経
過
す
る
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
経
過
す
る
日
） 

 

三 

一
歳
か
ら
一
歳
六
箇
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一

歳
到
達
日
（
当
該
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に

該
当
し
て
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と

当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の

日
）
）
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し

て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で

あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
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る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児

休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き 

当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日 

 
 

イ 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
す

る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員

の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶
者
が
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た

日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合 

 
 

ロ 

当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た

め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
本
文
の
条
例
で
定
め
る
場
合
） 

第
二
条
の
四 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
本
文
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
箇
月
か
ら
二
歳

に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
の
翌
日

（
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末

日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期

が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す

る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
と
き
と
す
る
。 

一 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業

を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
に
お
い
て

地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合 

二 

当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務

の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合 

 

第
三
条
第
一
号
中
「
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ

ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
以
下
「
保
育
所

等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
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行
わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

七 

第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る

こ
と
。 

八 

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員

が
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後

に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続

き
採
用
さ
れ
る
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保

育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え

る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
」
を
、
「
し
て

い
る
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
任
命
権
者

が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
し
て
い
る
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任

用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
条
中
「
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
一
条
第
七
号
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育

所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い

こ
と
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
（
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
条
の
表
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
表
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
二
十
五
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

と
す
る
。 

一 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等 

二 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

イ 

特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員 

ロ 

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
非
常
勤
職
員 



 

 
 

42 議案第 11 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
勤
務
時
間
」
の
下
に
「
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤

務
時
間
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ

い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
（
以
下
「
当
該
時

間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
勤
務
時
間
条
例
第
十
八
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
任
命
権
者
が
定
め
る
育
児
に
係
る
特
別
休
暇
（
以
下
「
育
児
休
暇
」
と
い
う
。
）
の
承

認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間

か
ら
育
児
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
）
行
う

も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
五

条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
任
命
権
者
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
給
与
を
減
額
す
る
。 

 

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
の
承
認
を
得
て
」
を
「
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
） 

第
十
八
条
の
二 

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
除

く
。
）
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
任
命
権

者
が
定
め
る
。 

 

（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

（
千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
千
葉
県

条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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千
葉
県
病
院
局
の
企
業
職
員
で
あ
っ
て
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
も
の

（
以
下
「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
の
種
類
は
、
給
料
及

び
手
当
と
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
任
期
が
六
箇

月
以
上
の
者
そ
の
他
の
局
長
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
十
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
除
く
」

の
下
に
「
。
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
に
限
る
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第

五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員

に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ

く
管
理
規
程
に
よ
り
、
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）

が
十
八
日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
箇
月
を
超
え
る
に
至
っ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
っ
た

月
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
し
な
い
と
き
の
給
与
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
局
長
が
定
め

る
。 

 

第
二
十
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
） 

第
二
十
四
条
の
四 

千
葉
県
病
院
局
の
企
業
職
員
で
あ
っ
て
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給

与
の
種
類
は
、
報
酬
及
び
期
末
手
当
と
す
る
。 

２ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
支
給
す
る
報
酬
の
額
は
、
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
局

長
が
定
め
る
。 
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３ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員

（
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
者
そ
の
他
の
局
長
が
定
め
る
者
（
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
局
長
が

定
め
る
時
間
に
満
た
な
い
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、

そ
の
者
の
在
職
期
間
に
応
じ
て
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死

亡
し
た
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
（
局
長
が
定
め
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
中
「
以
外
」
を
「
及
び
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

第
七
条
、
第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
千
葉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

千
葉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
占
め
る
職
員
」
の
下
に
「
及
び
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
」

を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

当
分
の
間
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
し
た
月
が
引
き
続
い
て
六
月
を

超
え
る
に
至
っ
た
職
員
以
外
の
者
（
同
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
退
職
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
七
条
の
二
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
二
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」
と
す
る
。 

 

（
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

別
表
第
一
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
摘
要
中
「
職
員
の
旅
費

に
関
す
る
条
例
」
を
「
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改



  
 

45 議案第 11 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

正
） 

５ 
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

一 
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
二
号
）
第
三
条 

二 

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
三
号
）
第
三
条 



  
 

  46 
議案第 12 号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の 

制定について 

議
案
第
十
二
号 

 
 

 
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て 

 

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日
提
出 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
 

 

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
条
の
二
第
二
号
中
「
（
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。
）
」
を

削
る
。 

 
 

第
二
十
条
の
四
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
七
項
中
「
当
該
各
項
に
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
」
に
改
め
、
「
、
若
し
く
は
法
第

十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
「
当
該
各
項

の
」
を
「
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
」
に
改
め
る
。 

 

（
千
葉
県
企
業
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を

削
る
。 

 

一 

千
葉
県
企
業
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
条

例
第
百
二
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号 

 

二 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第

二
号 

 

（
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 



 

 

47 
議案第 12 号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の 

制定について 

第
三
条 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
三
項
中
「
（
法
第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
し
、
失
職
し
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を

削
り
、
「
場
合
に
は
」
を
「
と
き
は
」
に
改
め
る
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条

例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
十
四
項
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 

（
千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
千
葉
県
条

例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の

職
を
失
っ
た
者
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 


